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は
じ
め
に

　

旧
皇
室
典
範
第
一
条
（「
大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」）
の
制
定
に
よ
っ
て
女
性
・
女
系
天
皇
の

即
位
が
否
定
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
男
系
男
子
主
義1

」
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
小
中
村
清
矩
ら
明
治
期
の
国
学
者
の
関
与
が
あ
っ
た

こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
女
性
・
女
系
天
皇
の
否
定
が
決
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
皇
室
典
範
の
起
草
に
携
わ
っ
た
井

上
毅
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
井
上
は
嚶
鳴
社
の
島
田
三
郎
の
議
論
以
外
に
、
元
老
院
少
書
記
官
の
横
山
由
清
と

同
・
大
書
記
生
の
黒
川
真
頼
が
編
纂
し
た
『
旧
典
類
纂 

皇
位
継
承
編
』（
明
治
十
一
年
〈
一
八
七
八
〉
刊
）
や
、
自
ら
の
ブ
レ
ー
ン
的
存

在
で
あ
っ
た
小
中
村
清
矩
の
「
女
帝
考
」（
明
治
十
八
年
〈
一
八
八
五
〉
成
立
）
と
い
っ
た
、
国
学
者
の
手
に
な
る
文
献
を
参
照
し
て
い

た
の
で
あ
る2

。
「
女
帝
」の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

齋
　
藤
　
公
　
太

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一



　
と
り
わ
け
『
旧
典
類
纂 

皇
位
継
承
編
』
は
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
に
よ
り
女
性
天
皇
の
即
位
を
否
定
的
に
位
置
づ
け
た
点
で
重
要
な

意
味
を
有
し
て
い
る
。

皇
位
ノ
継
承
ハ
男
子
コ
レ
ヲ
承
ク
是
恒
典
ナ
リ
、
女
子
ノ
コ
レ
ヲ
承
ク
ル
ハ
時
ニ
事
故
ア
リ
テ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
出
デ
ヽ
、
而

シ
テ
必ス

竢
ツ
コ
ト
ア
ル
ナ
リ
、
其
ノ
竢
ツ
コ
ト
ア
リ
ト
イ
フ
ハ
何
ゾ
、
其
ノ
立
ツ
ベ
キ
皇
子
ア
リ
ト
雖
ヘ
ド
モ
、
年
猶
幼
ケ
レ
バ
其

ノ
長
ズ
ル
ヲ
竢
ツ
ト
皇
子
年
長
ズ
ト
雖
ヘ
ド
モ
事
故
ア
リ
テ
其
ノ
時
ノ
至
ル
ヲ
竢
ツ
ト
ナ
リ
、
故
ニ
今
其
ノ
大
意
ヲ
略
記
シ
テ
以
テ

捷
覧
ニ
備
フ3

（「
女
主
ノ
皇
位
ヲ
継
承
セ
シ
大
意
」）

　『
旧
典
類
纂 

皇
位
継
承
編
』
は
、
過
去
に
女
性
天
皇
が
即
位
し
た
際
の
歴
史
的
状
況
か
ら
推
論
し
て
、
男
性
に
よ
る
皇
位
継
承
を
原
則

と
し
、
女
性
に
よ
る
継
承
は
そ
の
原
則
が
何
ら
か
の
非
常
事
態
に
よ
り
実
現
で
き
な
い
場
合
の
臨
時
の
措
置
と
と
ら
え
た
。
こ
の
よ
う
に

過
去
の
女
性
天
皇
を
「
中
継
ぎ
」
と
見
な
す
言
説
は
井
上
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
女
性
天
皇
の
即
位
を
否
定
す
る
た

め
の
根
拠
と
し
て
機
能
し
続
け
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
井
上
の
女
性
天
皇
否
定
論
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
受
け
継
が
れ
た
国
学
の
系
譜
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も

の
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る4

。
し
か
し
、
大
川
真
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に5

、
実
の
と
こ
ろ
前
述
の
よ
う
な
国
学
者
た
ち
は
単
純
に

女
性
・
女
系
天
皇
の
即
位
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
『
旧
典
類
纂 

皇
位
継
承
編
』
も
、
原
則
か
ら
外
れ
た
非
常
時
に

限
定
し
て
い
る
と
は
い
え
、
決
し
て
女
性
天
皇
の
即
位
そ
の
も
の
を
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
旧
皇
室
典
範
第
一
条
と
の
違
い
は

大
き
い
。
事
実
、
藤
田
大
誠
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に6

、『
皇
位
継
承
編
』
の
編
纂
者
で
あ
っ
た
横
山
由
清
は
以
下
の
よ
う
に
女
性
天
皇

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一



と
女
系
天
皇
の
即
位
を
明
確
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

継
嗣
ハ
男
統
ヲ
以先

テニ

シ
テ
女
統
ヲ
後
ニ
ス
…
…
若
シ
男
統
ノ
継
嗣
タ
ル
ヘ
キ
者
絶
エ
テ
無
キ
時
ハ
女
子
ヲ
以
テ
大
統
ヲ
継
嗣
セ
シ
メ

サ
ル
ヲ
得
ス
然
ル
時
ハ
其
女
帝
ノ
配
偶
者
ヲ
設
ケ
テ
以
テ
其
血
統
ヲ
保
続
セ
シ
ム
ヘ
シ7

（「
継
嗣
考
」）

　

後
述
の
よ
う
に
、
小
中
村
清
矩
も
単
純
に
女
性
・
女
系
天
皇
の
即
位
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
近
世
後
期
に
生
を
受
け

た
こ
れ
ら
国
学
者
の
女
性
・
女
系
天
皇
に
対
す
る
視
点
は
、
必
ず
し
も
旧
皇
室
典
範
の
規
定
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
複
雑
な
内
実
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
学
者
た
ち
の
視
点
は
、
近
世
に
お
け
る
言
説
の
蓄
積
を
背
景
に
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
主
に
女
性
天
皇
（「
女
帝
」）
を
め
ぐ
る
近
世
の
議
論
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
明
治
期
へ
の
接
続
に
つ
い
て
考
察
を
試
み

る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
神
功
皇
后
と
律
令
の
継
嗣
令
第
一
条
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
。

一
．
神
功
皇
后
を
め
ぐ
る
議
論

（
一
）
安
積
澹
泊
と
栗
山
潜
鋒
の
「
神
功
皇
后
論
」

　
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
仲
哀
天
皇
の
妃
で
あ
っ
た
神
功
皇
后
は
、
仲
哀
の
没
後
、
応
神
天
皇
を
皇
太
子
と
し
つ
つ
も
、
応

神
が
即
位
す
る
ま
で
の
六
十
九
年
間
、
摂
政
と
し
て
国
を
治
め
た
と
さ
れ
る
。
事
実
上
の
統
治
者
と
し
て
の
地
位
を
有
し
た
こ
と
か
ら
、

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に
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古
く
か
ら
神
功
皇
后
を
天
皇
の
一
人
に
列
す
る
認
識
が
あ
り
、
た
と
え
ば
北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
の
な
か
で
神
功
皇
后
を
「
第
十

五
代
」
の
天
皇
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

　

近
世
に
入
る
と
こ
う
し
た
神
功
皇
后
の
位
置
付
け
が
儒
者
の
間
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
男
女
の
区
別
を
重

ん
ず
る
儒
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
の
摂
政
や
女
帝
が
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
様
々
な
議
論
が
あ
る

な
か
で
、
神
功
皇
后
の
天
皇
と
し
て
の
地
位
を
初
め
て
明
確
に
否
定
し
た
の
は
、
徳
川
光
圀
の
主
導
に
よ
り
水
戸
藩
が
編
纂
し
た
『
大
日

本
史
』
だ
っ
た8

。

　

周
知
の
通
り
、『
大
日
本
史
』
の
「
三
大
特
筆
」
は
、
大
友
皇
子
を
天
皇
と
し
て
本
紀
に
、
ま
た
神
功
皇
后
を
本
紀
で
は
な
く
皇
妃
伝

に
入
れ
、
南
朝
を
正
統
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
な
か
で
神
功
皇
后
に
関
す
る
方
針
が
決
定
し
た
の
は
元
禄
八
、
九
年
（
一
六
九
五
、

一
六
九
六
）
頃
と
推
定
さ
れ
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九九

）
に
光
圀
は
安
積
澹
泊
や
栗
山
潜
鋒
と
い
っ
た
彰
考
館
の
史
臣
た
ち
に
神
功
皇

后
論
の
執
筆
も
命
じ
て
い
る9

。
そ
の
一
例
で
あ
る
澹
泊
の
「
神
功
皇
后
論
」
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

当
時
淳
朴
に
し
て
未
だ
文
字
あ
ら
ず
。
摂
政
の
義
は
則
ち
あ
り
。
摂
政
の
名
は
則
ち
な
し
。
皇
后
位
を
僭
す
る
こ
と
ま
た
明
ら
か
な

ら
ず
や10

。

　

神
功
皇
后
の
在
世
時
に
「
摂
政
」
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
実
態
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
か
ら
す
れ
ば
「
摂
政
」
と
し
か

呼
び
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
皇
太
子
が
あ
り
な
が
ら
も
即
位
さ
せ
ず
、
天
皇
に
等
し
い
権
力
を
長
期
に
わ
た
っ
て
占
有
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
澹
泊
は
そ
れ
を
「
僭
位
」
と
見
す
。
澹
泊
が
神
功
皇
后
を
天
皇
と
し
て
認
め
な
い
理
由
は
何
よ
り
こ
の
点
に
存
し
て
い
た11

。

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
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澹
泊
が
執
筆
し
た
『
大
日
本
史
賛
藪
』
で
も
同
様
の
理
由
か
ら
神
功
皇
后
を
天
皇
と
し
て
認
定
し
な
い
旨
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
は
、
大
川
真
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
功
皇
后
が
女
性
で
あ
る
こ
と
自
体
は
、
天
皇
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
無
関

係
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
方
で
澹
泊
は
『
大
日
本
史
賛
藪
』
の
な
か
で
、
女
性
天
皇
で
あ
る
元
明
・
元
正
天
皇
を
、
君
徳
を
備
え
た
天

皇
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
澹
泊
に
は
女
性
天
皇
と
い
う
存
在
自
体
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
大

川
は
見
る12

。

　
『
大
日
本
史
賛
藪
』
は
当
初
『
大
日
本
史
』
に
付
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
論
賛
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
功

皇
后
と
女
性
天
皇
に
対
す
る
澹
泊
の
評
価
は
、
当
時
の
彰
考
館
内
部
で
共
有
さ
れ
て
い
た
視
点
を
お
お
む
ね
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
事
実
、
澹
泊
と
並
ん
で
彰
考
館
の
中
心
的
な
史
臣
で
あ
っ
た
栗
山
潜
鋒
も
、
そ
の
「
神
功
皇
后
論
」
の
な
か
で
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
意
見

を
述
べ
て
い
る
。
潜
鋒
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
次
の
点
に
あ
る
。

而
し
て
七
十
余
年
の
悠
な
る
、
東
宮
拱
黙
し
、
一
女
子
の
老
、
南
面
し
位
を
僭
す
。
理
を
燭
す
こ
と
明
ら
か
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
ん

ば
、
則
ち
権
を
貪
る
の
尤
な
り13

（「
神
功
皇
后
論
」）。

或
る
ひ
と
曰
く
、
正
史
既
に
摂
政
と
書
く
。
而
し
て
未
だ
正
位
を
聞
か
ず
。
今
何
を
以
て
こ
れ
を
南
面
し
位
を
僭
す
と
謂
ふ
と
。
曰
く
、

応
神
を
立
て
皇
大
〔
マ
マ
〕子

と
為
す
の
文
に
拠
る
。
則
ち
そ
の
位
を
僭
し
名
を
乱
る
こ
と
、
書
し
て
後
顕
は
る
る
を
待
た
ざ
る
な
り14
（
同
右
）。

　
「
一
女
子
の
老
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
女
性
で
あ
る
こ
と
へ
の
否
定
的
な
眼
差
し
が
う
か
が
え
る
も
の
の
、
神
功
皇
后
に
対
す
る
批
判
の

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に
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焦
点
は
、
澹
泊
の
議
論
と
同
様
、
皇
太
子
を
立
て
た
に
も
関
わ
ら
ず
権
力
を
占
有
し
た
こ
と
へ
と
当
て
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
神

功
皇
后
を
め
ぐ
る
彰
考
館
の
議
論
は
、
儒
学
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
女
性
天
皇
を
必
ず
し
も
否
定
的
に
評
価
し
な
い
立
場
が
当
時
に
お
い

て
あ
り
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
彰
考
館
の
議
論
が
そ
の
外
部
で
も
知
ら
れ
た
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
。

（
二
）
遊
佐
木
斎
『
読
神
功
皇
后
論
問
答
』
と
『
女
帝
立
否
論
』

　

栗
山
潜
鋒
の
「
神
功
皇
后
論
」
は
管
見
の
限
り
写
本
や
刊
本
と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
遊
佐
木
斎
の
『
読
神
功
皇
后
論
問
答
』

（
宝
永
五
年
〈
一
七
〇
八
〉
跋
）
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る15

。
木
斎
は
仙
台
藩
に
仕
え
た
闇
斎
学
派
の
儒

者
で
あ
り
、
垂
加
神
道
の
道
統
を
継
い
で
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る16

。『
読
神
功
皇
后
論
問
答
』
は
最
初
に
潜
鋒
の
「
神
功
皇
后
論
」
を

引
用
し
た
上
で
木
斎
の
論
評
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
客
」
と
の
問
答
を
通
し
て
木
斎
の
主
張
を
展
開
す
る
と
い
う
体
裁
を
採
っ
て
い
る17

。

同
書
は
彰
考
館
の
神
功
皇
后
論
に
対
す
る
外
部
の
反
応
を
示
す
一
例
と
い
え
よ
う
。

　

神
功
皇
后
の
正
統
性
を
否
定
す
る
潜
鋒
の
議
論
に
対
し
、
木
斎
は
「
我
が　

日
本
あ
る
よ
り
以
来
、
未
だ
か
く
の
如
き
正
論
あ
ら
ず
」

と
称
賛
す
る
一
方
で
、「
我
が　

神
国
の
道
を
学
ば
ざ
る
を
以
て
や
、
未
だ
そ
の
微
密
の
理
に
達
せ
ざ
る
も
の
あ
る
を
免
れ
ず
」
と
垂
加

神
道
の
立
場
か
ら
批
判
す
る18

。
木
斎
の
論
点
も
多
岐
に
わ
た
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
ろ
う
。

皇
后
固も
と

よ
り
皇
孫
な
り
。
帝
位
に
升の
ぼ

る
と
雖
も
ま
た
害
な
き
も
の
。
神
こ
れ
に
与く
み

し
、
人
こ
れ
に
与
す
。
矧い
は

ん
や
遺
腹
未
だ
生
ま
れ

ざ
る
の
あ
る
こ
と
あ
る
を
や19

。
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前
述
の
よ
う
に
潜
鋒
の
「
神
功
皇
后
論
」
は
女
帝
の
可
否
を
論
じ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、「
一
女
子
の
老
」
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
残
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
そ
こ
に
着
目
し
、
木
斎
は
女
帝
の
可
否
と
い
う
問
題
へ
と
議
論
を
転
じ
て
い
く
。
神
功
皇
后
は
皇
孫
で
あ
る

以
上
、
帝
位
に
就
い
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
と
い
う
の
が
木
斎
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
客
」
は
「
女
帝
は
先
正
已
に
正
論
あ

り
。
吾
子
今
帝
位
に
升
る
と
雖
も
ま
た
害
な
き
も
の
と
謂
ふ
。
あ
に
悖
ら
ず
や
」
と
批
判
す
る
が
、
木
斎
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

神
国
の
異
邦
と
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
必
ず
神
孫
に
伝
ふ
。
故
に
宗
室
も
し
そ
の
人
な
く
ん
ば
、
且し

ば
らく

女
帝
を
立
て
、
以
て
そ
の
長
ず

る
を
俟
つ
。
ま
た
そ
の
理
あ
り
。
天
照
大
神
大
日
孁
貴
、
女
体
を
以
て
天
柱
を
奉
じ
天
位
に
升
る
こ
と
、
深
き
以ゆ

え

あ
り
。
今
敢
へ
て

言
は
ざ
る
の
み20

。

　

客
の
い
う
「
先
正
已
に
正
論
あ
り
」
と
は
、
女
媧
や
武
則
天
に
関
し
て
「
非
常
の
大
変
、
語
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の21

」
と
述
べ
た
と
い

う
程
子
の
意
見
を
指
し
て
い
る
と
文
脈
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
木
斎
は
「
そ
の
長
ず
る
（
其
長
）」
と
い
う
語
に
関
し
て
、
後
述
す
る

『
女
帝
立
否
論
』
の
引
用
で
は
「
そ
の
長
ず
る
と
は
先
帝
の
男
子
孫
を
言
ふ
な
り22

」
と
割
注
を
付
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
木
斎
は
、
皇
位
が
神
孫
の
み
に
継
承
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
日
本
で
は
女
帝
が
即
位
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か

し
同
時
に
女
帝
の
役
割
は
、
先
帝
の
男
子
孫
が
成
長
す
る
ま
で
の
「
中
継
ぎ
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
木
斎
の
主
張
は

明
治
期
の
い
わ
ゆ
る
「
中
継
ぎ
」
論
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
明
治
期
の
「
中
継
ぎ
」
論
が
女
性
天
皇
を
排
除
す
る
意
味
合
い
が
強

い
の
に
対
し
て
、
木
斎
に
は
女
帝
を
積
極
的
に
否
定
す
る
意
図
は
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
た
だ
し
「
然
ら
ば
則
ち
今
よ
り
の
後
、

女
主
を
立
つ
る
に
復ま

た
害
な
き
か
」
と
い
う
客
の
問
い
に
対
し
、
木
斎
は
「
言
ひ
が
た
し
。
唯た

だ
ま
さ
に
立
て
ざ
る
べ
し
。
宝
祚
の
益
ま
す
ま
す
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隆
盛
す
る
こ
と
を
仰
ぎ
観
る
の
み23

」
と
言
葉
を
濁
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
女
帝
論
を
、
木
斎
は
『
女
帝
立
否
論
』
に
お
い
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
本
書
の
成
立
年
は
不
詳
だ
が
、
冒
頭
で

『
読
神
功
皇
后
論
問
答
』
を
抄
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
続
編
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
の
な
か
で
木
斎
は
、

垂
加
神
道
の
立
場
か
ら
女
帝
の
即
位
を
「
決
し
て
神
道
の
本
意
に
あ
ら
ざ
る
な
り24

」
と
否
定
す
る
「
或あ
る

ひ
と
」
の
意
見
を
紹
介
し
、
反

論
を
加
え
て
い
く
。
す
な
わ
ち
「
或
ひ
と
」
は
伊
弉
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
の
事
例
な
ど
を
根
拠
に
日
本
の
神
話
に
見
ら
れ
る
男
女
の
別
を
強

調
す
る
の
だ
が
、
木
斎
は
天
照
大
神
や
神
功
皇
后
な
ど
の
例
を
根
拠
に
、
女
帝
の
果
た
し
た
統
治
の
功
績
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

行
論
の
な
か
で
木
斎
は
、『
読
神
功
皇
后
論
問
答
』
に
お
い
て
女
帝
は
「
害
な
き
も
の
」
と
す
る
一
方
で
「
ま
さ
に
立
て
ざ
る
べ
し
」

と
述
べ
た
こ
と
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
「
微
意
」
を
解
説
す
る
。

害
な
し
と
は
、
そ
の
理
終
に
傷
害
な
き
な
り
。
ま
さ
に
立
て
ざ
る
べ
し
と
は
、
害
な
き
の
理
あ
り
と
雖
も
、
立
て
ざ
る
こ
と
は
人
心

の
願
ふ
と
こ
ろ
な
り
。
終
に
傷
害
な
し
と
為
す
は
、
陰
陽
尊
卑
の
大
分
あ
り
と
雖
も
、
已
に
開
国
中
興
の
迹
あ
り
て
、
神
こ
れ
に
与

し
、
人
こ
れ
に
与
す
る
を
以
て
な
り
。
人
心
の
願
ふ
と
こ
ろ
と
為
す
は
、
後
世
或
ひ
は
神
こ
れ
に
与
し
、
人
こ
れ
に
与
す
と
謂
ひ
て
、

一
点
の
私
意
を
加
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
か
つ
ま
た
後
世
或
ひ
は
女
主
を
立
つ
る
こ
と
あ
り
と
も
、
天
下
の
人
に
敢
へ
て
尊
崇

の
心
を
失
は
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
欲
す
と
爾し

か
云
ふ
。
こ
れ
そ
の
言
ひ
が
た
き
所
以
な
り
。
こ
こ
に
於
い
て
や
、
上
下
よ
く
こ
れ
に

拠
る
こ
と
あ
れ
ば
、
則
ち　

神
国
神
明
の
意
に
そ
れ
差た

が

は
ざ
る
に
庶ち

幾か

か
ら
ん
か
。
蓋
し
上
は
女
帝
を
以
て
敢
へ
て
妄
り
に
こ
れ
を

非
と
せ
ず
、
下
は
女
帝
を
以
て
容
易
に
こ
れ
を
立
て
ず
、　

日
位
を
無
窮
に
防
護
す
る
の
意
、
隠
然
と
し
て
そ
の
中
に
存
す
る
の
み25

。
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木
斎
の
論
理
は
錯
綜
し
て
い
る
。
一
方
で
は
男
女
の
名
分
の
違
い
を
重
視
し
つ
つ
も
、
天
照
大
神
や
過
去
の
女
帝
の
事
績
を
ふ
ま
え
、
女
帝

に
は
事
実
上
問
題
が
な
い
と
す
る
。
他
方
で
恣
意
的
な
女
帝
の
即
位
が
行
わ
れ
、
天
皇
に
対
す
る
人
々
の
敬
意
が
失
わ
れ
る
可
能
性
を
懸
念

し
、
あ
え
て
女
帝
を
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
将
来
的
に
女
帝
を
即
位
さ
せ
る
選
択
肢
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
言
説
で
は
、
女
帝
の
存
在
が
儒
学
の
観
点
か
ら
批

判
さ
れ
る
一
方
で
、
彰
考
館
の
議
論
の
よ
う
に
儒
学
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
認
め
る
場
合
も
あ
っ
た
。
垂
加
神
道
に
お
い
て
も
女
帝
を
批
判

す
る
者
と
、
遊
佐
木
斎
の
よ
う
に
そ
れ
を
認
め
る
立
場
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
は
い
え
木
斎
の
場
合
は
女
帝
を
全
面
的
に
は
肯
定
せ
ず
、
躊
躇
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
儒
学
的
観

点
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
反
応
に
対
す
る
配
慮
も
見
ら
れ
た
。
実
際
、
近
世
に
お
い
て
も
皇
位
継
承
は

男
性
が
原
則
と
見
な
さ
れ
、
明
正
天
皇
と
後
桜
町
天
皇
と
い
う
二
人
の
女
性
天
皇
が
即
位
し
た
も
の
の
、
彼
女
た
ち
は
あ
く
ま
で
「
中
継

ぎ
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。
二
人
の
女
性
天
皇
は
成
人
後
も
摂
政
に
補
佐
さ
れ
、
ま
た
女
性
特
有
の
「
ケ
ガ
レ
」
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
朝
儀
へ
の
参
加
も
制
限
さ
れ
た
。
泉
涌
寺
に
安
置
さ
れ
る
肖
像
画
も
二
人
の
分
は
描
か
れ
ず
、
礼
服
に
関
し
て

も
男
性
の
天
皇
と
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る26

。

　

こ
の
よ
う
に
近
世
社
会
に
お
い
て
女
性
天
皇
が
男
性
の
天
皇
と
は
明
白
に
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
以
上
、
木
斎
が
女
帝
を
全
面
的

に
は
肯
定
せ
ず
、
あ
く
ま
で
男
性
天
皇
の
「
中
継
ぎ
」
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
は
社
会
の
実
態
を
反
映
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し

逆
に
こ
う
し
た
実
態
が
あ
り
な
が
ら
、
女
帝
を
部
分
的
に
で
あ
れ
認
め
る
言
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
一
つ
の

要
因
と
し
て
、
木
斎
が
既
成
事
実
と
し
て
の
女
帝
を
強
調
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
実
際
に
女
性
天
皇
が
即
位
し
た
こ
と
が
背
景
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に
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
木
斎
は
女
帝
を
正
当
化
す
る
上
で
次
の
よ
う
な
譬
え
も
用
い
て
い
た
。

一
家
を
以
て
こ
れ
を
譬
へ
ん
。
夫
婦
及
び
一
子
あ
り
。
そ
の
夫
及
び
子
は
愚
昧
幼
弱
に
し
て
、
家
を
破
り
祀
を
絶
つ
。
そ
の
婦
賢

明
、
夫
に
代
は
り
子
に
代
は
り
て
よ
く
外
を
治
め
、
ま
さ
に
破
れ
ん
と
す
る
の
家
を
保
ち
、
ま
さ
に
絶
え
ん
と
す
る
の
祀
を
継
ぐ
。

家
主
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
実
に
こ
れ
を
摂お

さ

め
、
家
僕
外
人
皆
家
主
と
為
し
て
こ
れ
を
奉
立
す
。
豈
に
婦
人
閨
限
半
歩
せ
ず
と
為
し
、

坐ゐ

な
が
ら
に
し
て
手
を
束
ね
、
以
て
破
滅
を
待
ち
、
第
宅
什
器
を
併
せ
尽
く
佗
人
の
有
と
な
る
に
勝た

へ
ざ
ら
ん
や
。
況
ん
や
天
下
の

重
き
、
家
の
比
に
あ
ら
ざ
る
な
り27

。

　

近
世
で
は
身
分
ご
と
の
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
、
女
性
が
「
家
」
を
相
続
し
、
あ
る
い
は
実
質
的
に
当
主
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
場
合

が
あ
っ
た
が28

、
木
斎
は
そ
の
よ
う
な
例
を
敷
衍
す
る
こ
と
で
女
帝
を
正
当
化
す
る
。
こ
の
こ
と
は
近
世
の
女
帝
論
が
当
時
の
家
族
制
度

の
感
覚
に
根
差
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

二
．
継
嗣
令
皇
兄
弟
皇
子
条
を
め
ぐ
る
解
釈

（
一
）「
女
帝
子
亦
同
」
の
意
味

　

前
節
で
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
主
に
儒
学
者
と
垂
加
神
道
家
だ
っ
た
。
で
は
、
国
学
者
や
そ
の
周
辺
の
系
統
に
お
い
て
女
帝
と
い
う
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存
在
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
う
る
が
、
本
稿
で
は
継
嗣
令
第
一
条
の
皇
兄
弟
皇

子
条
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
の
解
釈
を
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
ぜ
こ
の
条
文
を
取
り
上
げ
る
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
が
律
令
の
な
か
で
唯
一
女
性
天
皇
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
だ
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
箇
所
が
上
古
に
お
い
て
女
性
・
女
系
天
皇
の
即

位
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
も
目
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

養
老
律
令
の
な
か
の
継
嗣
令
の
第
一
条
、
い
わ
ゆ
る
皇
兄
弟
皇
子
条
は
以
下
の
よ
う
な
条
文
で
あ
る
。

凡
そ
皇わ

う

の
兄
く
ゐ
や
う
だ
い

弟
、
皇わ
う

子じ

を
ば
、
皆 

親し
ん

王わ
う

と
為せ

よ
。〈
女に
よ

帝た
い

の
子こ

も
亦
同
じ
。〉
以い

外ぐ
ゑ

は
並
に
諸し
よ

王わ
う

と
為
よ
。
親
王
よ
り
五ご

世せ

は
、
王わ
う

の
名
得
た
り
と
雖い
ふ
とも

、
皇わ
う

親じ
ん

の
限
に
在
ら
ず29

（
凡
皇
兄
弟
皇
子
。
皆
為
親
王
。
女
帝
子
亦
同
。
以
外
並
為
諸
王
。
自
親
王
五
世
。
雖

得
王
名
。
不
在
皇
親
之
限
）

　

古
代
に
お
け
る
女
性
・
女
系
天
皇
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
条
文
に
見
ら
れ
る
「
女
帝
子
亦
同
」
と
い
う
本
註
の
解
釈
が
こ
れ
ま

で
一
つ
の
争
点
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
箇
所
は
『
令
集
解
』
に
古
記
の
注
釈
が
見
ら
れ
る
た
め
、
大
宝
令
の
段
階
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る30

。
こ
の
文
言
を
字
義
通
り
に
読
む
な
ら
ば
「
女
帝
の
子
も
亦
同
じ
」、
す
な
わ
ち
前
文
の
「
凡
そ
皇わ
う

の
兄
く
ゐ
や
う
だ
い

弟
、
皇わ
う

子じ

を
ば
、

皆
親し

ん

王わ
う

と
為せ

よ
」
を
受
け
て
、
女
性
天
皇
の
子
も
男
性
天
皇
の
場
合
と
同
様
に
親
王
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
そ
し
て
親
王
が
皇
位
継
承
の
有
資
格
者
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
言
は
女
系
の
皇
子
に
よ
る
皇
位
継
承
を
示
唆
し

て
い
る
と
も
読
め
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
成
清
弘
和
や
義
江
明
子
ら
に
よ
る
研
究
で
は
、
こ
の
箇
所
は
古
代
に
お
い
て
女
性
・
女
系
天
皇
の
即
位
が
認
め
ら
れ
て
い
た
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功
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証
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
女
性
天
皇
の
即
位
は
六
〜
八
世
紀
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
が
、
倭
（
日
本
）
の
社
会
は
い
ま
だ

男
女
双
系
の
親
族
結
合
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
女
性
天
皇
の
即
位
は
決
し
て
「
中
継
ぎ
」
と
し
て
の
特
異
な
事
例
で
は
な
か
っ
た

と
さ
れ
る
。
し
か
し
七
世
紀
末
〜
八
世
紀
初
頭
に
律
令
を
導
入
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
中
国
社
会
の
男
系
継
承
の
原
理
も
普
及
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
。
他
方
で
双
系
的
親
族
結
合
も
部
分
的
に
残
存
し
て
い
た
た
め
、
皇
兄
弟
皇
子
条
の
も
と
と
な
っ
た
唐
封
爵
令
に
は

見
ら
れ
な
い
「
女
帝
子
亦
同
」
と
い
う
独
自
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る31

。

　

こ
の
よ
う
な
規
定
の
具
体
的
な
表
れ
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
六
に
登
場
す
る
「
漢あ

や
の
み
こ

皇
子
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
皇

子
は
皇
極
（
斉
明
）
天
皇
が
女
性
の
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
前
、
用
明
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
高
向
王
と
の
間
に
設
け
た
子
供
だ
っ
た
。
父

系
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
「
皇
子
」
と
は
な
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、「
女
帝
子
亦
同
」
の
規
定
を
遡
及
的
に
適
用
し
、
斉
明
天
皇
の
子

と
い
う
資
格
で
「
皇
子
」
と
表
記
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る32

。

　

本
稿
の
考
察
の
対
象
は
あ
く
ま
で
近
世
・
近
代
の
女
帝
を
め
ぐ
る
言
説
に
あ
る
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
古
代
の
女
性
天
皇
に
関
す
る
理

解
や
、「
女
帝
子
亦
同
」
の
解
釈
の
当
否
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
た
だ
、
女
性
天
皇
の
子
を
親
王
と
見
な
す
と
い
う
「
女
帝
子
亦
同
」
の

解
釈
は
、
古
代
の
注
釈
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い33

。
た
と
え
ば
『
令
集
解
』
に
収
録
さ
れ
た
大
宝
令
の
注
釈
で
あ
る

「
古
記
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

女
帝
子
亦
同
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
父
諸
王
と
雖
も
猶
ほ
親
王
と
為
し
、
父
諸
王
と
為
す
。
女
帝
兄
弟
、
男
帝
兄
弟
、
一
種
な
り
（
女

帝
子
亦
同
。
父
雖
諸
王
猶
為
親
王
。
父
為
諸
王
。
女
帝
兄
弟
。
男
帝
兄
弟
一
種34

）
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こ
の
注
釈
は
、「
女
帝
子
」
を
女
性
天
皇
が
諸
王
と
の
間
に
設
け
た
子
と
と
ら
え
た
上
で
、
そ
の
子
を
「
親
王
」
と
し
て
扱
う
と
明
白

に
説
明
し
て
い
る
。
他
方
、『
令
義
解
』
に
お
け
る
注
釈
か
ら
も
こ
れ
と
同
様
の
認
識
が
う
か
が
え
る
。

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
四
世
以
上
に
嫁
し
て
生
む
所
に
拠
り
て
い
う
。
何
と
な
れ
ば
、
下
条
を
案
ず
る
に
、
五
世
の
王
、
親
王
を
娶ま

く
を

得
ず
と
為
す
が
ゆ
え
な
り
（
謂
。
拠
嫁
四
世
以
上
所
生
。
何
者
。
案
下
条
。
為
五
世
王
不
得
娶
親
王
故
也35

）

　

こ
の
箇
所
は
継
嗣
令
第
四
条
（
王
親
王
娶
条
）
の
「
凡
そ
王わ
う

、
親
王
を
娶ま

き
、
臣じ
ん

、
五
世
の
王
を
娶
く
こ
と
聴ゆ
る

せ
。
唯
し
五
世
の
王

は
、
親
王
を
娶
く
こ
と
得
じ36

（
凡
王
娶
親
王
。
臣
娶
五
世
王
者
聴
。
唯
五
世
王
。
不
得
娶
親
王
）」
と
い
う
規
定
と
の
整
合
性
を
問
題
に

し
て
い
る
が
、
女
性
天
皇
の
子
を
親
王
と
し
て
扱
う
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
古
代
の
律
令
の
主
要
な
注
釈
に
お

い
て
は
、
女
性
天
皇
の
即
位
の
可
能
性
と
そ
の
子
を
親
王
と
し
て
扱
う
こ
と
は
前
提
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
近
世
国
学
の
律
令
研
究
に
お
け
る
継
嗣
令
解
釈

　

次
に
、
近
世
国
学
の
代
表
的
な
律
令
研
究
に
お
い
て
、
継
嗣
令
第
一
条
の
「
女
帝
子
亦
同
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
か
を
概
観
し
た

い
。
な
お
、
近
世
の
律
令
研
究
に
お
い
て
は
、
版
本
の
『
令
義
解
』（
京
本
、
青
本
）
へ
の
書
き
入
れ
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
校
訂
・
注
釈
も

重
要
で
は
あ
る
が37

、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
宮
部
香
織
に
よ
る
先
行
研
究
に
も
と
づ
き38

、
単
独
の
注
釈
書
を
概
観
す
る
。
先
行
研
究
で
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
資
料
を
取
り
上
げ
、
ま
た
前
節
の
考
察
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
本
稿
の
視
点
も
示
し
た
い
。
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そ
も
そ
も
近
世
の
国
学
者
に
よ
る
注
釈
書
に
お
い
て
は
「
女
帝
子
亦
同
」
と
い
う
文
言
の
事
実
性
を
疑
う
解
釈
も
存
在
し
て
い
た
。
た

と
え
ば
『
新
釈
令
義
解
』（
継
嗣
令
の
部
分
の
浄
書
本
は
天
保
十
一
年
〈
一
八
四〇

〉
成
立39

）
の
な
か
で
薗
田
守
良
は
「
兄
弟
に
姉
妹
子
に

男
女
を
兼
て
い
へ
る
文
な
か
ら
皇
姉
妹
皇
女
は
継
嗣
に
あ
ら
さ
れ
は
省
き
た
る
も
の
な
ら
む40

」
と
述
べ
、
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

女
帝
子
亦
同
と
本
註
を
加
へ
た
る
は
心
得
か
た
き
を
註
説
も
い
ふ
に
脱
た
る
文
な
と
あ
る
に
や
あ
ら
む
女
は
皇
帝
の
皇
子
に
て
亦
同

し
く
親
王
と
の
義
な
ら
む
の
子
は
男
女
に
わ
た
り
い
へ
り
さ
れ
と
女
帝
子
の
三
字
い
と
拙
し
〈
皇
女
亦
同
ま
た
女
皇
帝
子
と
な
と
記

さ
ゝ
り
け
ん
不
審
也
〉41

　

こ
の
よ
う
に
守
良
は
皇
姉
妹
や
皇
女
が
継
嗣
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
し
た
上
で
、「
女
帝
子
亦
同
」
は
誤
記
の
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
本
来
は
皇
女
も
皇
子
と
同
様
に
親
王
（
内
親
王
）
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
説
明
し
た
文
言
と
解
釈
し
て
い
る
。
同
様

に
栗
原
信
充
も
「
継
嗣
令
講
義
」（
慶
応
二
年
〈
一
八
六
六
〉
成
立
）
の
な
か
で
「
女
帝
子
亦
同
と
い
ふ
ハ
解
し
が
た
し
女
皇
子
亦
同
と

い
ふ
な
る
べ
し42

」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
信
充
は
漢
皇
子
の
例
を
見
落
と
し
、
律
令
成
立
以
前
に
こ
の
規
定
に
該
当
す
る
例
が
な

い
と
考
え
、
こ
の
本
註
自
体
を
誤
記
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
判
断
が
行
わ
れ
た
の
は
、
宮
部
香
織
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
天
皇
は
在
位
中
に
非
婚
で
あ
る
こ
と
が
不
文
律
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、「
女
帝
子
」
と
い
う
文
言
と
の
整
合
性
が
問
題
視
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う43

。
た
だ
、「
皇
姉
妹
皇
女
は

継
嗣
に
あ
ら
さ
れ
は
…
…
」
と
い
う
守
良
の
言
葉
か
ら
は
、
女
帝
の
即
位
自
体
を
認
め
な
い
と
い
う
予
断
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
背
景
に

は
前
節
で
見
た
よ
う
な
女
帝
に
対
す
る
否
定
的
位
置
付
け
が
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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史
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他
方
で
明
和
・
安
永
年
間
（
一
七
六
四
〜
八
一
）
頃
、
稲
葉
通
邦
、
河
村
秀
穎
、
河
村
秀
根
ら
尾
張
藩
の
国
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
律
令
の
共
同
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
『
講
令
備
考
』
で
は44

、「
秀
興
按
漢
皇
子
所
謂
女
帝
之
子
也45

」
と
い
う
解
釈
が
提
示
さ
れ
た
。

宮
部
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、「
女
帝
子
」
を
即
位
以
前
の
子
と
解
釈
す
る
こ
の
説
は
、
女
帝
の
非
婚
と
の
整
合
性
を
解
決
す
る

も
の
と
捉
え
ら
れ
、
近
藤
芳
樹
の
『
令
義
解
校
本
』（
元
治
元
年
〈
一
八
六
四
〉
刊
）
も
同
様
の
見
解
を
と
っ
た46

。

　

同
じ
立
場
か
ら
の
解
釈
と
し
て
、
有
職
故
実
の
研
究
で
知
ら
れ
る
大
塚
嘉
樹
（
蒼
梧
）
の
『
女
帝
御
子
為
親
王
之
事
』（
寛
政
二
年

〈
一
七
九〇

〉
跋
）
も
挙
げ
て
お
き
た
い
。
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
女
帝
子
亦
同
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
考
で
あ
る
。

同
書
の
な
か
で
嘉
樹
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

按
ニ
本
註
女
帝
子
ト
ア
ル
ハ
譬
ヘ
ハ
皇
女
ニ
テ
モ
女
王
ニ
テ
モ
親
王
ハ
勿
論
四
世
以
上
ノ
諸
王
へ
御
嫁
娶
ア
リ
テ
御
子
ヲ
生
玉
フ
ノ

後
御
継
体
ノ
故
ア
リ
テ
宝
祚
ヲ
継
セ
給
ヒ
シ
時
ハ
其
親
王
諸
王
へ
御
配
偶
ニ
テ
生
給
フ
所
ノ
御
子
ア
レ
ハ
其
父
ノ
親
王
又
諸
王
ノ
儀

ニ
拘
ラ
ス
天
子
ト
成
ラ
セ
玉
フ
御
母
帝
ノ
蔭
ヲ
以
テ
立
為
親
王
給
フ
ト
ノ
義
ナ
リ
明
ケ
シ47

　

こ
の
よ
う
に
嘉
樹
は
古
記
や
『
令
義
解
』
の
理
解
に
則
り
、「
女
帝
子
」
と
は
女
性
天
皇
が
即
位
前
に
四
世
以
上
の
諸
王
と
の
間
に
設

け
た
子
を
指
し
、
母
の
即
位
と
と
も
に
親
王
と
し
て
認
定
さ
れ
る
と
解
釈
す
る
。
た
だ
し
嘉
樹
は
以
下
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
規
定
の
意

図
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

按
ニ
此
本
註
ハ
後
世
右
ノ
如
ク
ノ
義
ヲ
以
テ
女
帝
ノ
御
子
在
ス
ト
キ
ノ
為
ニ
立テ玉
フ
文
ナ
リ
誠
ニ
万
世
通
慣（
マ
マ
）タ
ル
制
文
ナ
リ
如
何
ト
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史
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ナ
レ
ハ
此
時
マ
テ
女
帝
ハ
数シ
バ

ヽヽ
御
継
体
ア
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
右
文
ノ
如
キ
ノ
事
ナ
シ48

　

嘉
樹
は
「
女
帝
子
」
の
実
例
と
し
て
漢
皇
子
を
挙
げ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
規
定
が
将
来
の
可
能
性
を
想
定
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と

推
測
す
る
。「
誠
ニ
万
世
通
慣
」
と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
女
帝
の
即
位
や
、
そ
の
子
が
親
王
と
な
る
こ
と
へ
の
否
定
的
な

評
価
は
見
ら
れ
な
い
。
前
引
の
文
章
に
続
け
て
嘉
樹
は
歴
代
の
女
帝
の
事
跡
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
非
常
事
態
ゆ
え
の
「
中
継

ぎ
」
と
い
う
視
点
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
嘉
樹
の
解
釈
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
女
帝
の
存
在
を
容
認
す
る
言
説
の
一

例
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
か
か
る
言
説
は
儒
学
者
や
垂
加
神
道
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
知
識
人
に
も
広
く
共
有
さ

れ
う
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
女
帝
子
亦
同
」
を
め
ぐ
る
国
学
者
や
有
職
故
実
家
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
実
性
を
疑
う
否
定
的
解
釈
と
、

何
ら
か
の
形
で
整
合
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
肯
定
的
な
解
釈
と
が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
文
言
の
解

釈
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
女
帝
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
言
説
の
競
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
を
持
ち
越
し
な
が
ら
、
明
治
期
の
国
学
者
は
旧
皇
室
典
範
の
成
立
過
程
に
関
与
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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女
帝
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言
説
史
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神
功
皇
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を
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三
．
明
治
国
学
者
に
よ
る
解
釈

（
一
）
横
山
由
清

　

旧
皇
室
典
範
第
一
条
で
女
性
・
女
系
天
皇
の
存
在
が
排
除
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
元
老
院
の
『
旧
典
類
簒
皇
位
継
承
篇
』
の
言
説
が
大

き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
冒
頭
で
述
べ
た
。
そ
の
言
説
に
は
、
編
纂
者
で
あ
る
横
山
由
清
と
黒
川
真
頼
の
視
点
が
当
然
反
映
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
横
山
に
関
し
て
い
え
ば
、
旧
蔵
の
『
令
義
解
』
に
多
数
の
書
き
入
れ
が
残
さ
れ
て
お
り49

、
そ
こ
か
ら
横
山
の
視
点

も
推
測
で
き
る
。
本
註
「
女
帝
子
亦
同
」
に
関
し
て
は
、
朱
筆
で
以
下
の
よ
う
な
傍
書
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

穴
女
帝
子
者
其
兄
弟
者
兼
文
述
訖
故
只
顕
レ
子
也
孫
王
以
下
皆
為
皇
親
也
古
記
古
記
女
帝
子
亦
同
父
雖
諸
王
猶
為
親
王
父
為
諸
王

女
帝
兄
弟
男
帝
兄
弟
一
種50

　

横
山
は
近
藤
芳
樹
と
同
様
に
、『
令
集
解
』
所
載
の
穴
記
と
古
記
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
無
論
、
こ
れ
だ
け
に
基
づ
い
て

由
清
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
芳
樹
と
同
じ
く
、「
女
帝
子
亦
同
」
を
女
帝
の
子
も
親
王
と
し
て
扱
う
と
い
う
意

味
で
理
解
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
す
な
わ
ち
由
清
も
ま
た
近
世
国
学
の
律
令
研
究
に
お
い
て
定
着
し
て
い
た
条
文
解
釈
に
依
拠
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
女
性
天
皇
の
即
位
と
女
系
継
承
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
う
る
。
他
方
で
前
述
の
よ
う
に
近
世
期
に

お
い
て
は
女
性
天
皇
を
あ
く
ま
で
「
中
継
ぎ
」
の
た
め
の
異
例
と
す
る
認
識
も
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
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帝
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史
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功
皇
后
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継
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本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
「
継
嗣
考
」
の
な
か
で
、
横
山
が
男
系
継
承
を
原
則
と
し
つ
つ
、
非
常
時
に
は
女
性
天
皇
の
即
位
と
女
系
継
承

の
可
能
性
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
り
う
べ
き
議
論
の
展
開
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
）
小
中
村
清
矩

　

小
中
村
清
矩
が
残
し
た
著
作
に
は
、
し
ば
し
ば
継
嗣
令
の
本
註
「
女
帝
子
亦
同
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
い
く
つ
か

を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
一
つ
が
未
定
稿
の
『
令
義
解
』
注
釈
書
で
あ
る
『
令
義
解
疏
証
』
で
あ
る
。
本
書
は
近
世
期
の
国
学
者
の
学
説

を
参
照
し
た
上
で
、
小
中
村
自
身
の
見
解
を
按
文
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る51

。
そ
の
な
か
で
「
女
帝
子
亦
同
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
注
釈
し
て
い
る
。

集
、
穴
云
、
女
帝
子
者
、
其
兄
弟
者
、
兼
文
述
訖
、
故
只
顕
子
也
、
孫
王
以
下
、
皆
為
皇
親
也
、　

朱
云
、
女
帝
子
亦
同
、
未
知
依

下
条
、
四
世
王
以
上
、
可
娶
親
王
、
若
違
令
娶
女
帝
子
者
、
為
親
王
不
、
何
、
古
記
云
、
女
帝
子
亦
同
、
謂
父
雖
二
諸
王
一
、
猶
為
二

親
王
一
、
父
為
二
諸
王
一
、
女
帝
兄
弟
、
男
帝
兄
弟
一
種
、

△
此
義
解
ノ
趣
ニ
テ
ハ
女
帝
未
タ
内
親
王
タ
リ
シ
時
四
世
以
上
ニ
嫁
シ
テ
生
玉
ヒ
シ
子
ア
ラ
ハ
即
位
ノ
後
親
王
ト
為
ヨ
ト
ノ
義
ト
聞

エ
タ
リ
集
解
古
記
ノ
説
ニ
拾
テ
モ
同
趣
ト
覚
ユ
然
レ
ハ
遠
ク
古
蹤
ヲ
考
ル
ニ
〔「
コ
レ
ハ
講
令
備
考
ノ
説
ニ
テ
次
ニ
引
ケ
リ
」
と
傍

書
〕
皇
極
天
皇
（
敏
達
天
皇
皇
孫
）
ハ
初
メ
陽
明
帝
ノ
孫
高
向
王
ニ
適
玉
ヒ
テ
漢

ア
ヤ
ノ

皇
子
ヲ
生
玉
ヒ
シ
後
ニ
舒
明
帝
ノ
皇
后
ト
ナ
リ
玉

ヒ
天
皇
崩
後
即
位
ア
リ
キ
此
漢
皇
子
ノ
類
ヲ
以
テ
女
帝
子
ト
称
ス
ヘ
キ
歟52
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史
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以
上
の
通
り
、
小
中
村
も
ま
た
古
記
と
穴
記
を
参
照
し
て
「
女
帝
子
亦
同
」
を
解
釈
し
、『
講
令
備
考
』
を
参
照
す
る
こ
と
で
当
該
条

文
の
実
例
を
漢
皇
子
に
見
出
し
た
の
で
あ
る53

。
こ
の
よ
う
に
小
中
村
は
近
世
国
学
の
律
令
研
究
の
延
長
線
上
で
「
女
帝
子
亦
同
」
の
意

味
を
理
解
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
薗
田
守
良
や
栗
原
信
充
の
解
釈
に
比
し
て
、
女
性
天
皇
の
即
位
や
女
系
継
承
を
認
め
る
方
向
性
に
近

か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
井
上
毅
が
参
照
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
小
中
村
の
「
女
帝
考
」
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。
小
林
宏
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
よ
う
に
、
井
上
は
こ
の
「
女
帝
考
」
を
自
ら
書
写
し
た
上
で
「
右
、
挙
る
所
に
依
っ
て
、
古
来
女
帝
を
立
た
せ
た
ま
ひ
し

は
、
不
得
止
御
時
に
限
れ
る
事
に
て
紹
運
の
本
意
に
あ
ら
ざ
る
事
を
知
る
べ
し
」
と
結
論
づ
け
て
い
る54

。
し
か
し
、
小
中
村
自
身
は
た

し
か
に
「
女
帝
考
」
に
お
い
て
過
去
の
女
性
天
皇
の
即
位
が
臨
時
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
も
の
の
、
女
性
天
皇
の
即
位

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
文
言
は
文
中
に
記
し
て
い
な
い55

。

　

ま
た
、
末
尾
に
は
「
附
録
」
と
し
て
継
嗣
令
の
皇
兄
弟
皇
子
条
を
引
用
し
た
上
で
、「
此
條
ハ
全
ク
皇
国
ノ
ミ
ノ
製
作
ニ
シ
テ
、
皇
極

天
皇
ノ
先
蹤
ニ
ヨ
リ
将
来
ヲ
想
像
シ
、
此
條
ヲ
立
ラ
レ
シ
モ
ノ
ト
覚
ユ
ル
ナ
リ56

」
と
述
べ
て
い
る
。
小
中
村
は
大
塚
嘉
樹
と
同
様
に
、

こ
の
条
文
が
将
来
の
「
女
帝
子
」
の
出
現
を
予
期
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
に
依
拠
す
る
限
り
、
小
中

村
に
と
っ
て
女
性
天
皇
の
即
位
と
女
系
継
承
は
必
ず
し
も
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
井
上
と
の
視
点
の
齟
齬
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
六
月
の
講
演
原
稿
で
あ
る
「
女
帝
論
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
な
か
で
小
中
村
は
過
去

の
女
性
天
皇
の
即
位
が
臨
時
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
一
方
で
、
将
来
の
即
位
に
関
し
て
は
否
定
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
過

去
の
神
功
皇
后
を
め
ぐ
る
論
争
に
触
れ
、「
神
功
皇
后
は
、
御
即
位
の
礼
を
行
は
れ
ま
せ
ん
が
、
六
十
九
年
の
間
、
実
際
天
子
に
御
な
り

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
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の
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に
な
つ
た57

」
と
断
言
す
る
。
小
中
村
に
よ
れ
ば
、
神
功
皇
后
に
限
ら
ず
、
上
古
の
日
本
で
は
女
性
が
統
治
者
と
な
る
例
は
決
し
て
珍
し

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

其
の
外
探
索
し
た
ら
、
い
く
ら
も
有
り
ま
せ
う
が
、
ま
づ
其
二
つ
三
つ
が
、
此
様
な
訳
で
、
婦
人
に
も
、
よ
ほ
ど
権
力
が
有
り
ま
し

た
、
其
れ
故
に
御
婦
人
で
、
帝
王
の
事
を
行
つ
て
、
少
し
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す58

　

小
中
村
は
文
献
考
証
を
旨
と
す
る
国
学
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
か
え
っ
て
上
古
の
双
系
的
親
族
結
合
に
も
と
づ
く
社
会
の
特
徴
に

気
が
つ
い
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
小
中
村
は
、
同
時
期
に
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
皇
室
典
範
の
講
義
の
な
か
で
は
女
性
天
皇
の
即
位
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
女
性
天
皇
の
即
位
が
非
常
事
態
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
進
ん
で
「
此
れ
は
已
む
を
得

ざ
る
事
情
に
出
で
た
る
事
に
て
、
義
解
〔
引
用
者
注
：『
皇
室
典
範
義
解
』〕
に
演
ぶ
る
如
く
一
時
の
権
宜
に
過
ぎ
ず
、
爾
後
は
必
ず
男
帝

の
御
継
承
の
み
に
限
り
た
り59

」
と
結
論
づ
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
中
村
に
お
い
て
女
帝
の
即
位
の
否
定
が
自
ら
の
研

究
の
結
果
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
旧
皇
室
典
範
の
制
定
と
い
う
外
在
的
要
因
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る60

。

お
わ
り
に

　

旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
男
系
男
子
主
義
の
成
立
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
女
性
天
皇
に
関
す
る
「
中
継
ぎ
」
論
が
明
治
期
に
確
立

「
女
帝
」
の
言
説
史
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神
功
皇
后
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と
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解
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さ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
稿
の
考
察
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
に
お
い
て
も
あ
る
種
の
「
中
継
ぎ
」

論
が
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
必
ず
し
も
男
系
男
子
主
義
に
は
直
結
せ
ず
、
女
帝
を
め
ぐ
る
肯
定
と
否
定
の
言

説
が
競
合
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
横
山
由
清
や
小
中
村
清
矩
と
い
っ
た
明
治
期
の
国
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
近
世
の
言
説
状
況

を
受
け
継
ぎ
、
そ
の
振
幅
の
な
か
で
思
考
し
な
が
ら
、
旧
皇
室
典
範
の
成
立
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
な
ぜ
最
終
的
に
成
立
し
た
旧
皇
室
典
範
は
、「
中
継
ぎ
」
論
に
も
と
づ
く
厳
格
な
男
系
男
子
主
義
に
決
着
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
は
本
稿
の
考
察
の
範
囲
を
超
え
る
。
た
だ
し
改
め
て
着
目
す
べ
き
は
、
小
林
宏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
井

上
毅
が
実
際
に
は
女
性
天
皇
が
結
婚
し
た
場
合
の
皇
婿
に
対
す
る
国
民
感
情
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
事
後
遡
求
的
に
伝
統
法
へ
と
女
性
天

皇
廃
止
の
根
拠
を
求
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う61

。
す
な
わ
ち
井
上
の
女
性
天
皇
否
定
は
国
学
者
の
言
説
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
実
際
に
は
嚶
鳴
社
の
島
田
三
郎
ら
の
議
論
か
ら
着
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
島
田
の
議
論
の
一
つ
の
要
点
は
、「
今
よ
り
以
後
、
憲
法
に
於
て
女
帝
を
立
る
こ
と
と
せ
ん
か
、
其
独
処
し
玉
ふ
こ
と
は
、
是
れ

天
理
人
情
の
至
極
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず62

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
不
文
律
と
認
識
さ
れ
て
い
た
女
帝
の
不
婚
を
「
天
理
人
情
」

に
反
す
る
も
の
と
し
て
否
定
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
島
田
の
議
論
は
近
世
の
「
女
帝
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
は
前
提
を
異
に
し
、

「
近
代
的
」
発
想
に
よ
る
新
た
な
問
題
講
制
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
旧
皇
室
典
範
第
一
条
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
た
男
系
男
子
主
義
が
必
ず
し
も
「
伝
統
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
え
た
解
釈
の
可
能
性
か
ら
選
び
と
ら

れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

【
付
記
】
な
お
、
本
稿
は
科
研
費
・
基
盤
研
究
C
「
旧
皇
室
典
範
成
立
前
後
に
お
け
る
女
性
・
女
系
天
皇
論
の
思
想
史
的
研
究
」（
課
題
番
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女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一



1	　

大
川
真
「
十
八
・
十
九
世
紀
に
お
け
る
女
性
天
皇
・
女
系
天
皇
論
」（『
Ｓ
Ｇ
Ｒ
Ａ
レ
ポ
ー
ト
第
九〇

号　

第
四
回　

日
本
・
中
国
・
韓
国
に
お

け
る
国
史
た
ち
の
対
話
の
可
能
性
』
所
収
、
二〇二〇



年
十
一
月
）
七
三
頁
。

2	　

小
林
宏
「
井
上
毅
の
女
帝
廃
止
論
―
―
皇
室
典
範
第
一
条
の
成
立
に
関
し
て
」（
梧
陰
文
庫
研
究
会
編
『
明
治
国
家
形
成
と
井
上
毅
』
所
収
、

木
鐸
社
、
一
九九九


年
）
三
七
六
頁
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
島
田
三
郎
の
議
論
も
『
旧
典
類
纂
皇
位
継
承
編
』
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
う

（
三
七
三
頁
）。

3	　
『
旧
典
類
纂
皇
位
継
承
篇
（
改
訂
三
版
）』（
松
成
堂
須
原
屋
本
店
、
一
八
九
八
年
）
巻
之
十
、二
一
丁
オ
。

4	　

た
と
え
ば
近
年
で
は
仁
藤
敦
史
「「
万
世
一
系
」
論
と
女
帝
・
皇
太
子
―
―
皇
統
意
識
の
転
換
を
中
心
に
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
〇〇四


号
、

二〇二


一
年
一
月
）
四
頁
な
ど
。

5	　

大
川
前
掲
「
十
八
・
十
九
世
紀
に
お
け
る
女
性
天
皇
・
女
系
天
皇
論
」、
七
八
〜
七
九
頁
。

6	　

藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
二〇〇


七
年
）
の
第
六
章
「
近
代
皇
位
継
承
法
の
形
成
過
程
と
国
学
者
―
―
明
治
皇
室
典
範
第

一
条
の
成
立
過
程
」
を
参
照
。

7	　

藤
田
前
掲
『
近
代
国
学
の
研
究
』、
三
三
一
頁
の
翻
刻
よ
り
引
用
。

8	　

水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
水
戸
市
史
』
中
巻
（
一
）（
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
八
年
）
七
六
五
頁
。

9	　

久
保
田
収
「
水
戸
義
公
の
学
問
的
業
績
」（
日
本
学
協
会
編
『
大
日
本
史
の
研
究
』
所
収
、
立
花
書
房
、
一
九
五
七
年
）
六
九
頁
。

10	　
『
澹
泊
史
論
』
巻
上
（
甘
雨
亭
叢
書
、
刊
年
不
明
）
十
六
丁
ウ
、
原
漢
文
。

11	　

前
掲
『
水
戸
市
史
』
中
巻
（
一
）、
七
六
五
頁
。

12	　

大
川
前
掲
「
十
八
・
十
九
世
紀
に
お
け
る
女
性
天
皇
・
女
系
天
皇
論
」、
八
一
～
八
二
頁
。

13	　
『
読
神
功
皇
后
論　

附
神
道
論
』（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
・
荻
野
文
庫
所
蔵
写
本
）
二
丁
オ
、
原
漢
文
。

号
：20K

00109

）
の
成
果
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一



14	　

同
前
、
二
丁
オ
～
ウ
、
原
漢
文
。

15	　

松
本
丘
『
尚
仁
親
王
と
栗
山
潜
鋒
』（
勉
誠
出
版
、
二〇〇四



年
）
二〇

六
頁

16	　

垂
加
神
道
家
と
し
て
の
木
斎
に
つ
い
て
は
平
重
道
「
垂
加
学
者
と
し
て
の
遊
佐
木
斎
」（『
近
世
日
本
思
想
史
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
）
を
参
照
。
二四

一
～二四


五
頁
に
『
読
神
功
皇
后
論
問
答
』
の
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。

17	　

な
お
、
南
朝
正
統
論
を
め
ぐ
る
栗
山
潜
鋒
と
三
宅
観
瀾
の
議
論
も
、
闇
斎
学
派
の
あ
い
だ
で
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
（
拙
著
『「
神
国
」
の
正

統
論
―
―
『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の
近
世
・
近
代
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二〇

一
九
年
、
一
四〇

頁
）。
水
戸
藩
に
出
仕
し
た
こ
れ
ら
闇
斎
学
派
の
儒

者
の
動
向
を
、
同
じ
学
派
の
人
々
も
注
視
し
て
い
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。

18	　

前
掲
『
読
神
功
皇
后
論　

附
神
道
論
』、
三
丁
ウ
、
原
漢
文
。

19	　

同
前
、
四
丁
ウ
～
五
丁
オ
、
原
漢
文
。

20	　

同
前
、
七
丁
オ
、
原
漢
文
。

21	　

同
前
、
八
丁
ウ
、
原
漢
文
。

22	　
『
女
帝
立
否
論
』（
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
山
内
文
庫
所
蔵
写
本
、
元
文
元
年
〈
一
七
三
六
〉
書
写
）
一
丁
オ
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の

日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
け
る
画
像
を
参
照
し
た
。
な
お
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
は
岡
田
正
利
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後

述
の
よ
う
に
実
際
の
著
者
は
遊
佐
木
斎
で
あ
り
、
識
語
か
ら
は
正
利
に
よ
る
写
本
を
谷
垣
守
が
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

23	　

前
掲
『
読
神
功
皇
后
論　

附
神
道
論
』、
十
四
丁
オ
、
原
漢
文
。

24	　

前
掲
『
女
帝
立
否
論
』、
三
丁
オ
、
原
漢
文
。

25	　

同
前
、
五
丁
オ
～
ウ
、
原
漢
文
。

26	　

以
下
の
文
献
を
参
照
。
黒
田
日
出
男
「
中
世
・
近
世
の
〈
王
〉
と
肖
像
画
」（『
王
の
身
体　

王
の
肖
像
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九九

三
年
）、

藤
田
覚
「
江
戸
期
女
性
天
皇
に
見
る
皇
位
継
承
の
論
理
」（『
中
央
公
論
』
一
二〇

巻
四
号
、
二〇〇


五
年
四
月
）、
同
『
天
皇
の
歴
史
6　

江

戸
時
代
の
天
皇
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二〇

一
八
年
）、
野
村
玄
「
近
世
女
帝
像
の
形
成
」（『
比
較
日
本
文
化
研
究
』
九
号
、
二〇〇


五
年
）、

吉
野
健
一
「
近
世
の
皇
位
継
承
」（『
藝
林
』
六
八
巻
一
号
、
二〇

一
九
年
四
月
）、
村
和
明
「
近
世
の
女
帝
と
国
家
・
社
会
」（『
歴
史
学
研
究
』

一
〇〇四


号
、
二〇二


一
年
一
月
）。

27	　

同
前
、
十
三
丁
ウ
、
原
漢
文
。

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一



28	　

柳
谷
慶
子『
近
世
の
女
性
相
続
と
介
護
』（
吉
川
弘
文
館
、二〇〇


七
年
）、村
前
掲「
近
世
の
女
帝
と
国
家
・
社
会
」、一
八
頁
を
参
照
。
村
は「
社

会
か
ら
朝
廷
へ
の
影
響
は
…
…
関
係
は
乏
し
そ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
が
、
木
斎
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
社
会
か
ら
の
女
帝
論
へ
の
影
響
は

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

29	　
『
日
本
思
想
大
系
3　

律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
二
八
一
頁
。
本
注
の
部
分
は
引
用
元
で
は
細
字
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

山
カ
ッ
コ
で
示
し
た
。

30	　

成
清
弘
和
『
日
本
古
代
の
家
族
・
親
族
―
―
中
国
と
の
比
較
を
通
し
て
』（
岩
田
書
院
、
二〇〇


一
年
）
一
二二

頁
。

31	　

成
清
前
掲
『
日
本
古
代
の
家
族
・
親
族
』、
一
二〇

〜
一
二
三
頁
、
義
江
明
子
『
女
帝
の
古
代
王
権
史
』（
ち
く
ま
新
書
、
二〇二


一
年
）

一
七
二
〜
一
七
三
頁
。
ま
た
、
義
江
明
子
『
日
本
古
代
女
帝
論
』（
塙
書
房
、
二〇

一
七
年
）
参
照
。

32	　

義
江
前
掲
『
女
帝
の
古
代
王
権
史
』、
一
七
四
頁
。

33	　

当
該
の
『
令
集
解
』
所
載
の
注
釈
と
『
令
義
解
』
の
注
釈
、
お
よ
び
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
宮
部
香
織
「
律
令
法
に
お
け
る
皇
位
継
承
―
―
女

帝
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
四
六
号
、
二〇〇九



年
十
一
月
）
一
二
五
～
一
三
〇
頁
を
参
照
。

34	　

黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

令
集
解　

前
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九四

三
年
）
五
一
九
頁
。
書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
。

35	　

黒
板
勝
美
編
『
新
装
版　

新
訂
増
補
国
史
大
系　

第
二
十
二
巻　

律　

令
義
解
』（
吉
川
弘
文
館
、
二〇〇〇



年
）
一
四
七
頁
。
書
き
下
し
文

は
筆
者
に
よ
る
。

36	　

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
3 

律
令
』、
二
八
二
頁
。

37	　

水
本
浩
典
『
律
令
註
釈
書
の
系
統
的
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九九

一
年
）
六
〇
〜
六
三
頁
、
宮
部
香
織
「
小
中
村
清
矩
と
法
制
学
講
義
」（『
國

學
院
大
學　

校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
五
号
、
二〇

一
三
年
三
月
）
三
二
頁
。

38	　

宮
部
前
掲
「
律
令
法
に
お
け
る
皇
位
継
承
」、
一
三
〇～

一
三
三
頁
を
参
照
。

39	　

瀧
川
政
次
郎
「
解
題
」（
律
令
研
究
会
編
『
新
釈
令
義
解
』
上
巻
所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
四
年
）
二
一
〜
二四

頁
。

40	　

律
令
研
究
会
編
『
新
釈
令
義
解
』
上
巻
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
四
年
）
四九〇


頁
。

41	　

同
前
。

42	　

栗
原
信
充
「
継
嗣
令
講
義
」（
伊
能
秀
明
『
法
政
史
料
研
究　

1
』
所
収
、
厳
南
堂
書
店
、
一
九九四


年
）
一
一
四
〜
一
一
五
頁
。

43	　

宮
部
前
掲
「
律
令
法
に
お
け
る
皇
位
継
承
」、
一
三
二
〜
一
三
三
頁
。

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一



44	　
「
講
令
備
考
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）。

45	　
『
続
々
群
書
類
従　

第
六　

法
制
部　

講
令
備
考　

令
義
解
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
九
年
）
一
九
六
頁
。

46	　

宮
部
前
掲
「
律
令
法
に
お
け
る
皇
位
継
承
」、
一
三
四
頁
。

47	　

大
塚
嘉
樹
『
女
帝
御
子
為
親
王
之
事
』（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
自
筆
本
）
二
丁
オ
〜
ウ
。

48	　

同
前
、
三
丁
ウ
。

49	　

横
山
由
清
旧
蔵
『
令
義
解
』
に
つ
い
て
は
大
沼
宜
規
「
書
誌 

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
横
山
由
清
旧
蔵
書
に
つ
い
て
」（『
参
考
書
誌
研
究
』
六
五

号
、
二〇〇


六
年
一
〇
月
）
を
参
照
。

50	　
『
令
義
解
』
巻
四
（
山
城
左
兵
衛
、
寛
政
十
二
年
刊
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
：830-130

）
一
三
丁
ウ
。

51	　
『
令
義
解
疏
証
』
の
内
容
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
宮
部
前
掲
「
小
中
村
清
矩
と
法
制
学
講
義
」
を
参
照
。

52	　
『
令
義
解
疏
証
（
継
嗣
令　

考
課
令
上
）』（
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
所
蔵
、
請
求
記
号
：21-L-2

）
一
丁
ウ
〜
二
丁
オ
。

53	　

小
中
村
が
『
講
令
備
考
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
宮
部
香
織
も
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
「
律
令
法
に
お
け
る
皇
位
継
承
」、
一
三
四
頁
）。

54	　

小
林
前
掲
「
井
上
毅
の
女
帝
廃
止
論
」、
三
七
五
頁
。

55	　

た
だ
し
大
川
真
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
中
村
が
安
積
澹
泊
の
『
大
日
本
史
賛
藪
』
を
引
用
す
る
一
方
で
、
女
性
天
皇
の
「
政
治
実
績
が

評
価
の
対
象
と
さ
れ
る
」
思
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
（
前
掲
「
十
八
・
十
九
世
紀
に
お
け
る
女
性
天
皇
・
女

系
天
皇
論
」、
八
二
頁
）。

56	　

小
中
村
清
矩
「
女
帝
考
」（
所
功
『
近
現
代
の
「
女
性
天
皇
」
論
』
所
収
、
展
転
社
、
二〇〇


一
年
）
一
二〇

〜
一
二
一
頁
。

57	　

小
中
村
清
矩
「
女
帝
論
」（『
陽
春
廬
雑
考
』
所
収
、
吉
川
半
七
、一
八
九
八
年
）
一
六
頁
。

58	　

同
前
、
一
九
頁
。

59	　

小
中
村
清
矩
『
皇
室
典
範
講
義　

第
一
回
』（
刊
行
者
・
刊
年
不
明
、
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
）
九
頁
。

60	　

宮
部
香
織
は
、
小
中
村
が
旧
皇
室
典
範
に
お
け
る
女
性
天
皇
の
否
定
を
受
け
て
、『
皇
室
典
範
講
義
』に
お
け
る
継
嗣
令
第
一
条
の
引
用
か
ら「
女

帝
子
亦
同
」
の
文
言
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
「
律
令
法
に
お
け
る
皇
位
継
承
」、
一
二
七
頁
）。

61	　

小
林
前
掲
「
井
上
毅
の
女
帝
廃
止
論
」、
三
六
二
〜
三
六
三
頁
。

62	　
「
女
帝
を
立
る
の
可
否
（
嚶
鳴
社
討
論
筆
記
）」（『
日
本
近
代
思
想
大
系
2 

天
皇
と
華
族
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
二
七
八
頁
。

「
女
帝
」
の
言
説
史
―
神
功
皇
后
論
と
継
嗣
令
第
一
条
の
解
釈
を
中
心
に

一
一
一


